
「『火山と原発を考える』全国交(流集会 in鹿児島」への問題提起
2019年 10月 27日

鹿児島市「ろうきんローンセンター」

原発問題住民運動全国連絡センター筆頭代表委員・伊東達也

<は じめに>

○原住連創立以来、初めての鹿児島開催
○九州五大カルデラ (阿蘇・力口久藤・始良・阿多・鬼界)に近接の川内原発の地での開催
○全国交流集会が掲げるスローガン
△福島第一原発事故の再発防止の保障がなし可|1内原発は停止し、廃炉にせよ l

△国と東電は被災者対策、事故収東対策に真摯に取り組め !

△日本の未来を危うくする原発固執をやめよ !

△環境に優しい再生可能エネルギ :への転換を !

△国と電力会社は廃炉など原発開発の ｀
負の遺産、ヾに真摯に向き合え !

△国会は「原発ゼロ基本法案」を審議せよ !

1、 最近の主な原発動向について

○関電会長ら20人に3.2億円 (3億1,845万円)一 こ.れは2011～ 18年の7年間だけのもの
△岩根茂樹社長ら

｀
言い逃れ,、 会見 (10月 2日 )てな濠:さ れたもの

*元高浜町助役森山栄治氏 (今年3月 に90歳で死i去)等が関電役員20´人に3.2億円の金品提供

△福島第一原発事故を受け、安全対策工事が急増 ―一高隠 t発1分 5,400万円とされる
△関電は森山氏を通じて地元建設会社と持ちつ持たれつの関係を構築
*森山氏 (退職後)は関電子会社 「関電プラント」 (発注側)と 「吉田開発」 (受

'コ

員1)の双方の顧問
*森山氏は複数の地元会社の役員なども務める
*歴代の福井県幹部に贈答品

△森山氏以外に地元業者 2社が関電役員 3人に金1晶:提供
△関電の監査役が株主総会前に問題を把握、指摘 したが、岩根社長らが公表を見送る、
△これらの事実は 1年以上隠され、9月 28日 会見:が社畔Jさ れ、10月 2日 再会見公表に至る
△ 1990年から金品提供があったとされる一― こ⊂)解明はなされていない

<関電が金品受領役員6人を取締役会にも諮らず処分>
氏名          処分            金品受領

0八木誡会長      報酬月認 害1を 2カ 月返上   商品券30万円分、金貨63枚、金杯7セ ット、スーツ2着の859

万円相当
O豊松秀己元副社長   報酬月相2割を2カ 月返上   1現斜 ,100万円、商品券2,300万 円分、金貨190枚、金5001ラ、

スーツ14着の1億 1,057万円相当
○岩根茂樹社長     同1カ 月返上         金貨10枚の150万円相当
○森中郁雄副社長    厳重注意          現金2,060万円、商品券700万円分、4万米 レヽ、金貨4枚スー|

ツ16着の4,060万円相当
○鈴木聡常務執行役員  厳重注意          現金7,831万円、商品券1,950万 円分、3万5,000米 レヽ、金貨

35枚、金500fラ、ス_ッ14着の1億2,367万円相当

○大塚茂樹常務執行役員 厳重注意          現金 200万円商1島券 10万円分、1万米トルヽ ス~ツ 4着の 720

FJ~円本目当

饉
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1-1、 関西電力の「原発マネ¬拿流」事件

<福井県の若狭湾は原発15基が集中した
｀
原発鉱 、>

○関電は美浜原発 (3基 :美浜町)、 大飯原発 (4基 :おおい町)、 高浜原発 (4基 :高浜町)を建設・運転・廃炉

○現在、日本で再稼働中の原発9基のうち4基が関電の大飯 3・ 4号機、高浜 3・ 4号機



○八́本会長、岩根社長の辞任だけでは済まされない
△関電の異常な原発偏重経営を主導
△ノヽ本氏は電事連会長として自らの 「原発マネ■象流」の最中に「原発ベースロー ド」を主導

○自民党へ「原発マネー⑮流」
△世耕弘成前経産相 (自 民党参院幹事長)に献金
△稲田朋美・元防衛相 (自 民党幹事長代行)に献金
△高木毅元復興相が二つの関連警備会社に支払い

○原子力事業者のすべての電力会社の検証を一―原発マネーの原資は電気料金と税金

媚望麟鍵種だ蜜ン邊盟謀堀明を!

*関電の調査、経産省の調査では真相解明はできない

O安全 L、 経済上、倫理上からも「原発ゼロ」は重大かつ緊急な課題

1-2、 ありえない東京電力旧経営陣3人の強制起訴訴訟での無罪判決 (9月 19日 )

○「大津波の予見萌 旨性は認められないJと 付度―-3人の刑事責任を免罪
△国の「長期評価」0002年、国が三陸沖から房総沖のどこでもM8.2前後の津波発生の可育旨性を予測

したもの)を 「信頼性や具体性があったと認めるには合理的疑いが残る」と否定
△敷地を超える津波の可能性 (「長期評価」に基づく「最大 1557鷲 T」 )について、3人が情報として接し
たのは早くて 2008年 6月 ～ 09年 2月 だったとし、指定弁護士が指摘する防潮堤設置などの措置を
とつても間に合ったか立証されていないとし、「事故を回避するためには (事故直前の)11年 3´月上
旬までに原発の運転を止めるしかなかった」と判晩 3人は大津波の認識の程度が低いとして、3人
には 原 発の運転を止めなければならないほどの予見可能性は認められない」と結論

△司法の独自性を失い、地震学の到達メれを否定し、東電側の言い分に追従する判決

○この裁判で隠されている争点
△チリ津波 (1960年)後に、福島原発 (第一原発 6基、第二原発 4基)が建設され、運転されたが、
福島原発は建設当初から現実のチリ津波に対する備えさえ欠いていた

△東電経営陣の津波対応はチリ津波を無視するところにあった。、それを超える津波などはどこ吹く風
△原住連は苛酷事故未然防止を求め、長年にわたって東電と交渉
*チ リ津波級の津波に福島原発が襲わオジl′ば、機器冷却系の海水ポンプなどが冠水 して機能停止に陥

り、冷却材喪失による苛酷事故に至る危険 l■_を指摘し、抜本対策を求めたが、東電だけはこれを無
視して何の措置もとらず、福島第一原発は冷却材喪失事故を起こした

*震災時に、福島第二原発は機器冷去日系の機能の確保に懸命に取り組み苛酷事故を免れた。原住連の
指摘の正当性を裏付ける

*原住連は、この活動で「2011年度 JCJ(日 本ジャーナリス ト会議)特別賞」を授賞したが、住民運
動の力不足にJ断鬼に堪えない

△刻 |1原発では、チリ津波時に海水が「-6.5鷲 EJまで引き、機器冷去日系の取水口に海水が届かない状
況だつたことから原住連は東北電力に抜本策を求める
*東北電力は 3号機増設時に、前面海底を「-10.5傷」まで浚渫する工事を実施
*これによって震災時に津波の敷地内への浸水を免れ、福島第一原発事故の二の舞を回避

1-3、 原田義昭前環境相 「処理水の海洋放出」の違法 口居直リロ無責任発言 (9月 10日 )

○処理水について「(海に)思い切って放出して、それを希釈するという選択肢しかない」と発言
△これは処理水を希釈して海に放出とは読めず、処理水をそのまま放出としか読めない違法発言

○処理水は、地下水が福島第一原発建屋に流入し、放射能汚染水となったものを多核種除去装置 (アルプ
ス)等で処理してタンク貯蔵 したもの。本来、除去不能の トリチウム(二重水素)のみが残るはずが、現
在貯蔵タンクの処理水の人割近くにトリチウム以外の他の核種が同じく残つている

O処理水のタンク貯蔵量 (タ ンク容量 1,000ト ン級れま
´
7月 時点で H5万ト

ン0東電はタンク増設を進め、20
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年末までに 137万トン分を確保する計画。東京電力は処理水貯蔵がこのまま 1日 150ト ンで推移した場合、22
年夏ころ満杯となると公表

○処理水の処分方法は、経産省の有識者の小委員会で、①地層注入、②海洋放出、③水蒸気放出、④水素
放出、⑤地下埋設などが検討されている。田申俊∵前規制委委員長、更田豊志規制委委員長らは処理水
を希釈ヒ/て海洋放出を主張しているが、現状は トリチウムだけではなく他の核種も希釈して放出するこ
とになる

O原田氏の処理水をそのまま海へ放出するという主張は、汚染水対策の場当たり対応√)結果である処理水
貯蔵タンク問題、多核種除去装置の不具合にたいする居直り・無責任発言

○もともと汚染水問題は福島第一原発への阿武隈山系からの地下水流入を考慮すれば、「1,ooOト ン級タンク」
ではなく「10万ト

ン級タンク」 (石油備蓄タンクで技術的には経験済み)で対処すべきもの
△「大型タンク長期貯蔵」の検討を

1-4、 原発「安全」対策費、当初想定の10倍も

○各電力会社の 「安全」対策費|#曽加
△関電、九電は 1兆円規模 (単位 :万 円 )

○電力会社

02013年 1月 末

02019年 6月 末

関西  九州  東京
2850    2000   700

りL2509千 数百 6800

中国  中部  東北

500   1500   250

5000   4()00  3400

原電  北海道

非公開 600以上

2700 2000台 半ば

北陸  」パワー
250    リト/Ak局嗣

1500賜夫二L  1300０

咽
類
‐９０

○ 「原発安い」の「経済神話」はここでも崩壊

1-5、 テロ対策施設未完成なら運転停止

○テロ対策の 「特定重大事故対処施設」 (特定施設)につしヾて、原子力規制委員会は期限の再々延長を認
めないことを決めた 各月24日 )

△来春、川内 1、 2号機運転停止ヘ

△再稼働原発全基に波及

○特定施設が設置されても、その効用は保障され′ない一― このような投資があり得るの力ヽ ?

1-6、 経団連がエネルギー政策で
｀
毒を食わば皿まてi、 の新提言 (4月 8日 )

○中西宏明会長が主導

○原発の「最長60年運転」の再延長を求める
△「60年よりもさらに延長 した場合の安全性につtrヽても技術的観点から検討を行 シミきである」

○停止期間を運転期間に含めないとなど求める
△福島第一原発事故から運転停止が8年続いていることに対し、「40年運転の2割に相当」とし、運転期
間から差し引くことを提言

○中西氏は会見で 「(温暖化対策を進めるには)原子力の比率を高めるのが一番現実的」と原発の積極的
活用を主張Э再生可能エネルギーに限界があると主張
△原発は国の特別支援なしには手が出せない状況)日 立が英国の原発建設凍結決定し′たのもそれ軌 自

らの経営経験にも学び得ない態度とは!?

△気象変動に対する政府間パネ́ル CPPC)は特別報告書で「原発に|ま障壁とリスクがある」と指摘。
関係者は広くこの認識を共有

○世界が再エネが主力電源になりつつある事実に背を向けた議論
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2、 事故8年を経た福島からの報告

2-1、 被災者は長期の避難生活のさまざまな苦悩の中にある

○脚 隅こ戻れない人は約9～10万人
△政府の避難者数は 4万 1,954人だが、これは躍結 を仮設住宅、民間借り上げ住宅、親戚・知人́宅等

に限定
△ 5市町村の 20～ 30キロ圏内の旧緊急時避難準備区域と避難指示区域街からのi壁難者 (自 主避難者)

なども除外
△事故前に住んでいた家に戻れ,ていない人は避難 12市町村の旧避難時避難準備区域と自主避難者 (当

時 1万 2,000世帯)を加えれば 9～ 10万人
△震災関連死 2,279人 (直接死 1,605人 )、 孤独死約 70人、自殺 103人

○「帰還宣言」が出されても戻る人は少なく、地域社会の体をなしていない
△帰還者は圧倒的に高齢者が多く、青年、特に子どもは極端に少ない
△ 2018年 4月 に再開した小中学校への通学者数は、浪江町で 7人 (事故前比)0。4ふ )、 富岡町 25人 (1.5

菰)、 飯舘村 79人 (151株)、 川俣町山本屋地区 15人 (151')
△避難指示区域内にあった県立高校は 17年 4月 から「休校」
△住宅地の荒廃、医1療施設がすくなく、商店街は軒並み閉鎖
△事故収東作業員の宿泊施設、商業施設の建設や増設はある

O国と東電による被災者の切り捨て
△支援の打ち切 り

*自主避難者への無償住宅支援、営業損害賠償、精勤的賠償など
△船R(裁判外紛争手続き)が機能しない状況

*22,400人の和解手続きを東電は次々打ち切 り
*訴訟の原告には判決確定まで不萌翠案を保留、直接請求の支払い拒否

△東電が約束した「二つの誓い」 (①最後の一人まで賠償を貫きます、②迅速かつきめ細かやかな賠償
を徹底します、③和角軒中介案を尊重ヒ/ま・→ は棚上げに

O損害賠償集団訴訟31件1万2,000人 (201%田 月2日 現在)

△これまで12地裁で判決
*3件は国を被告にしていないが、国の責任について9地裁のうち千葉 。名古屋地裁を除く6件で認め
る

*東電の責任は12件のすべてで認める
△新たな原発事故被災者・被災地救済の枠組みづくりが求められる

O子どもの甲状腺がん検査
△福島県の4巡 目検査までに確定者174´人、疑い56ノ人
△県の評価部会は「現時点で事故による被曝の影響は見られない」とするが、継続的な検診や医療体制
の充実が求められる

2-2、 進まない被災地対策

○汚染土壌30年間中間貯蔵問題
△中間貯蔵予定地について大熊町 (14年12月 )、 双葉町 (15年 1月 )が苦渋の受け入れ表明
△県内市町村から運ばれるフレコンバック最大推1定2,200万袋 (東京 ドーム18杯分)の貯蔵を17年10月
から開始

△「貯蔵開始から30年以内に福島県外で最終処分・を行 う」とされ、「国が責任を持つて対応する」とい
うが、何ら具体イリま図られていない

△台風19号の豪雨と河 |1氾濫で田村市、飯館村で少なくとも汚染土壌のフレコンパック11袋 (計11ぽ )

が付近の川に流出

-4-



○環境省の汚染土壌 (8,000Bq/kg以下)の再生利用計画 (道路の路盤使用 )

△最終処分量を減らす目的とされるが、これが最終処分となるとの懸念
△再利用実証事業は二本松市では事実上自紙撤回。南相馬市でも反対運動が起きる

○進まない事故収東対策
△福島第-1～ 3号機の使用済み燃料の取り出ヒ́/は当初計画からすでに4年遅れ
△ 880トンとみられる溶融燃料 (デブリ)の現状の一部が確認されただけで、取り出し方法は未定し取り

出せる見通しもない。その最終処分も見通しはない
△汚染水問題もメドが立っていない (「 1」 の第 3項参照)

△福島第一原発建屋地下で 「3Sv/11」 の高い放射線量を測定 (10月 21日 )一一 放射能吸着す
るゼオライ トの土嚢の破損か!?

△事故収東対策が進まないことは福島復興の大きな足かせ

2-3、 国と東電は被災者・被災地対策に真摯に取 り組むべきである

O国 と東電は福島第一原発事故を起こヒ/た加害責任を率直に認め、その反省の上に立って被災
者・被災地対策に取 り組むことを求める

3、 「原発ゼロ」の国民合意へ向けて

<原住連の自己紹介>
○「原住連」の運動論ニー‐「原発の危険に反対するJ

△原発への一般的是非の意見の違いを超えて共同できる
△思想信条の違いを超えて共同できる
△原発問題をめぐる住民投票での3連勝を支えた運動論

*新潟県巻町(当時)の原発誘致をめぐる住民投票での勝利 (1996年 8月 4日 )

*新潟県柏村の「プルサーマルJ導入をめぐる住民投票での勝利 (2001年 5月 27日 )

*二重県海山町(当囀 の原発誘致をめぐる住民投票での勝利 (2001年 11月 18日 )

○原発の日本立地の危険の定式化―一原発の日本立地の六重の危険
①技術上の危険■一原発は苛酷事故の発生を構造的に排除できない危険をもつ。また高レベル放射性廃棄物の処理

暉        処分の見通しがない危険をもつ
C経済上の危険■一原発の必要な費用やリスクなどをコスト計止しない危険、総括原価方式 (原発推進の国内的起

動力)の危険をもつ
③地質上の危「A― 界有数の地震・火山列島に立地する危険をもつ
④地理上の危険■一人口密集地帯に近接・集中立地の危険をもつ
C行政上の危険■一国際基準に則つた規制機関不在での立地の危険をもつ
⑥営業上の危険■一事故が起きても隠蔽・運転強行する危険をもつ

0原発の日本立地は世界=危険
△①は世界共通であるが、日本はこれに正面から向き合つていない
△②～⑥は日本固有のもの
△「原住連Jは全国各地で「原発の危険に反対する」運動をすすめる

O福島第一原発事故はこれら六重の危険が一気に顕在化したもの

O「原住連」は第1回チェルノブイリ原発事故現地調査 (1991年 )以後、日本における苛酷事故 (シビアアクシデン
ト)の未然防止を緊急課題として取り組む
△住民監視の力で苛酷事故の発生を未然防止すること
△パンフレット『原発人事故 つぎは日本!?』 (1992年 8月 15日発行)

△中部電力、東北電力、東京電力等へ苛酷事故対策を申し入れ

○「原住連」は現在、「原発・核燃からの撤退」と「再生三Eネルギーヘの転換」への国民合意の形成を最大の課題とし
て取り組む
△「原住連」の運動論は、「原発ゼロ」運動でも重要である

3-1、 新規制基準は福島第一原発事故再発防止の保障がない
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○新規制基準は福島第一原発事故の検証にもとづくものではない
△川内原発も福島第一原発事故の再発防止の保障はない

○原子力規制委員会は緊急時対策を規制対象にしていない
△事故前までは国際原子力機関 (IAEA)の勧告を拒否 して苛酷事故対策、緊急時対策を国の

規制対象 としなかった。規制委発足にあた り、苛酷事故対策は国の規制対象 としたが、緊
急時対策は外 lノ たままである

△川内原発の万一の事故時の 「避難計画」は実効性がない

○川内原発は じめ再稼働原発により住民は苛酷事故の脅威にさらされている

3-2、 世界有数の地震 口火山列島に原発立地の危険の増幅

○九州地方には火山前線に沿って五大カルデラ火山 (阿蘇・加久藤・姶良・阿多・鬼界)のほか 11個の
カルデラ火山が存在

○巨大カルデラ噴火への住民の不安は大きい

○神戸大学海洋探査センターが鬼界海底カルデラ内に巨大溶岩 ドームの存在を確認 犠018年 2月 9日 10
00<イ ギリス時間〉、英国のオンライン科学雑誌 「Sciclltiic ttpo魏」に掲載)

○カルデラ火山への住民の不安に対して、九州電力、。国が十分な説明責任を果たさない状況では川内原発
はなおさら運転停止・廃炉以外にない

3-3、 原発依存は日本亡国の道

○日本の名門企業・東芝の経営危機は原発依存によるもの
△米国、英国の原発事業の赤字まで背負わされる

O日本の再生エネルギー開発の大きな遅れは原発依存によるもの

Oこれ以上の原発依存は日本亡国の道

3-4、 「原発ゼロJの合意形成へ向けて

○ 「二つの検証 (C福島第一原発事故の検証、②健康・背勝への影響の検証、③避難計画の街 Dが 4Fい
ままの柏崎刈羽原発の再稼働議論はない」とする新潟県民世論

○日本原電 (東海第二原発)と茨城県と地元 6市村 (東海村、日立市、常陸大田市、ひたちなか市、那珂
市、水戸祠 との「実質的事前了解」事項を含む協定書 0018年 3月 29日 )

○福島第二原発の廃炉正式決定 (7月 31日 )

△原発立地 自治体で初めて 「原発ゼロ」実現
△ 「オール福島」の世論の力による
△福島第一原発事故 とい う深刻な経験を経て得 られた t)の

O全国的に 「原発ゼロ」を実現する上で、福島のケースを繰 り返 ヒ/て はならない
△福島原発事故の体験、教訓を国民一人一人が共有 して 「オール 日本」の世論形成を

○ 「原発ゼロ基本法案」の国会審議を

(以上)
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